
一
頁

○
厚
生
労
働
省
令
第

号

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、

障
害
者
自
立
支
援
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年

月

日

厚
生
労
働
大
臣

川
崎

二
郎

障
害
者
自
立
支
援
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

（
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
廃
止
）

第
一
条

次
に
掲
げ
る
省
令
は
、
廃
止
す
る
。

一

精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
令
第
八
十
七
号
）

二

指
定
身
体
障
害
者
更
生
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
九
号
）

三

指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
一
号
）

四

身
体
障
害
程
度
区
分
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
八
号
）

五

知
的
障
害
程
度
区
分
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
九
号
）



二
頁

六

知
的
障
害
者
援
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
二
号
）

七

支
援
費
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
三
号
）

（
支
援
費
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
行
わ
れ
た
支
援
費
の
請
求
に
関
す
る
省
令
第
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
支
援
費
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
入
所
者
食
費
等
給
付
費
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

、
「
給
付
」
の
下
に
「
又
は
同

第
九
十
八
条
第
一
号
中
「
第
二
十
一
条
の
九
第
二
項
」
を
「
第
二
十
条
第
二
項
」
に
改
め

法
第
二
十
四
条
の
二
十
第
一
項
（
同
法
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
障
害
児
施

設
医
療
費
の
支
給
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
自
立
支
援
医
療
費
」
の
下
に
「
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
の
療
養
介
護
医

療
費
又
は
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
」
を
加
え
る
。

「
給
付
」
の
下
に
「
又
は
同
法

第
百
六
条
第
一
号
中
「
第
二
十
一
条
の
九
第
二
項
」
を
「
第
二
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、



三
頁

第
二
十
四
条
の
二
十
第
一
項
（
同
法
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
障
害
児
施
設

医
療
費
の
支
給
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
自
立
支
援
医
療
費
」
の
下
に
「
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
の
療
養
介
護
医
療

費
又
は
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
」
を
加
え
る
。

「
給
付
」
の
下
に
「
又
は
同
法

第
百
七
条
第
一
号
中
「
第
二
十
一
条
の
九
第
二
項
」
を
「
第
二
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、

第
二
十
四
条
の
二
十
第
一
項
（
同
法
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
障
害
児
施
設

医
療
費
の
支
給
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
自
立
支
援
医
療
費
」
の
下
に
「
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
の
療
養
介
護
医
療

費
又
は
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
」
を
加
え
る
。

「
自
立
支
援
医
療
費
」
の
下
に
「
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
の
療
養
介
護
医
療
費
又
は
同
法
第
七
十

第
百
八
条
第
一
号
中

一
条
第
一
項
の
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
」
を
加
え
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
給
付
」
の
下
に
「
又
ハ
同

第
四
十
七
条
第
一
号
中
「
第
二
十
一
条
の
九
第
二
項
」
を
「
第
二
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、

法
第
二
十
四
条
の
二
十
第
一
項
（
同
法
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
ニ
於
テ
適
用
ス
ル
場
合
ヲ
含
ム
）
ノ
障
害
児
施
設
医



四
頁

療
費
ノ
支
給
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
自
立
支
援
医
療
費
」
の
下
に
「
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
ノ
療
養
介
護
医
療
費

又
ハ
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
ノ
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
」
を
加
え
る
。

第
四
十
七
条
ノ
二
ノ
八
第
一
号
中

「
給
付
」
の
下
に

「
第
二
十
一
条
の
九
第
二
項
」
を
「
第
二
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、

「
又
ハ
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
第
一
項
（
同
法
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
ニ
於
テ
適
用
ス
ル
場
合
ヲ
含
ム
）
ノ
障
害

児
施
設
医
療
費
ノ
支
給
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
自
立
支
援
医
療
費
」
の
下
に
「
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
ノ
療
養
介

護
医
療
費
又
ハ
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
ノ
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
」
を
加
え
る
。

第
四
十
七
条
ノ
二
ノ
九
第
一
号
中

「
給
付
」
の
下
に

「
第
二
十
一
条
の
九
第
二
項
」
を
「
第
二
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、

「
又
ハ
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
第
一
項
（
同
法
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
ニ
於
テ
適
用
ス
ル
場
合
ヲ
含
ム
）
ノ
障
害

児
施
設
医
療
費
ノ
支
給
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
自
立
支
援
医
療
費
」
の
下
に
「
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
ノ
療
養
介

護
医
療
費
又
ハ
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
ノ
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
」
を
加
え
る
。

第
四
十
七
条
ノ
三
第
一
号
中
「
自
立
支
援
医
療
費
」
の
下
に
「
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
ノ
療
養
介
護
医
療
費
又
ハ
同
法

第
七
十
一
条
第
一
項
ノ
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
」
を
加
え
る
。

（
予
防
接
種
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）



五
頁

第
五
条

予
防
接
種
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設

第
九
条
第
五
号
を
削
る
。

（
予
防
接
種
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条

施
行
日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第

三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種
法
施
行
規
則
第
九
条
第

三
号
中
「
障
害
者
支
援
施
設
」
と
あ
る
の
は
、
「
障
害
者
支
援
施
設
又
は
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
同
法
附

則
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四

十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
若
し
く
は
同
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害

者
援
護
施
設
（
同
法
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号

）
第
二
十
一
条
の
六
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
施
設
及
び
同
法
第
二
十
一
条
の
七
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
授
産
施
設

に
限
る
。
）
」
と
す
る
。



六
頁

（
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
審
査
委
員
会
及
び
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
特
別
審
査
委
員
会
規
程
の
一
部
改
正
）

第
七
条

社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
審
査
委
員
会
及
び
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
特
別
審
査
委
員
会
規
程
（
昭
和
二
十
三

年
厚
生
省
令
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
同
法
第
七
十
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
四
条
の
表
二
の
項
中
「
第
四
項
」
の
下
に
「

場
合
を
含
む
。
）
」
を
、
「
第
六
十
二
条
」
の
下
に
「
（
同
法
第
七
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加

え
、
「
第
二
十
一
条
の
九
の
三
（
」
を
「
第
二
十
一
条
の
二
（
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
一
（
同
法
第
六
十
三
条
の
三
の
二

第
三
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
」
に
改
め
る
。

（
社
会
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

社
会
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
を
第
一
条
の
二
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
令
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
）

第
一
条

社
会
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
八
十
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
号
に
規
定

す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。



七
頁

一

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
第
六
条
の
十
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

二

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
、
同
条
第
十
三

項
に
規
定
す
る
自
立
訓
練
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
援
又
は
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
就
労
継
続

支
援
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
（
以
下
「
生
活
介
護
等
」
と
総
称
す
る
。
）
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事

業
で
あ
つ
て
、
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十

八
年
厚
生
労
働
省
令
第

号
）
第
三
十
七
条
（
同
令
第
五
十
五
条
、
第
七
十
条
及
び
第
八
十
八
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第
八
十
九
条
第
二
項
の
離
島
そ
の
他
の
地
域
で
あ
っ
て
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
将
来
的
に
も
利
用
者
の
確
保
の
見
込
み
が
な
い
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る

も
の
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
も
の

第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
第
三
十
六
条
第
二
項
第

二
号
」
を
「
第
三
十
七
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
三
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
ロ
と
し
、
ニ
を
ハ
と
し
、
ホ
を
ニ
と
し
、
ヘ
を
ホ
と
す
る
。



八
頁

第
十
六
条
第
七
号
を
削
る
。

第
十
六
条
第
六
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
号
を
第
十
六
条
第
七
号
と
す
る
。

第
十
六
条
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

法
第
二
条
第
三
項
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
相
談
支
援
事
業

第
十
六
条
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

法
第
二
条
第
三
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
知
的
障
害
者
の
更
生
相
談
に
応
ず
る
事
業

第
二
十
条
中
「
社
会
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
八
十
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
」
を
「
令
」
に

改
め
る
。

第
三
十
五
条
中
「
第
百
十
条
」
を
「
第
百
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
第
百
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
百
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
中
「
第
百
二
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
百
二
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
社
会
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）



九
頁

第
九
条

施
行
日
か
ら
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
社
会
福
祉
法
施
行
令
（
昭

和
三
十
三
年
政
令
第
百
八
十
五
号
）
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
は
、

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
福
祉
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
各
号
に
掲
げ

る
も
の
の
ほ
か
、
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
八
条
第
一
項
又
は
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
、

法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
又
は
法
附
則
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会

復
帰
施
設
に
併
設
し
て
行
わ
れ
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

一

平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
、
法
附
則
第
八
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
っ
て
い
る
者
が
引
き
続
き
行
う
生
活
介
護
等
（
令
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
生
活
介

護
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
同
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二

平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
、
法
附
則
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
地
域

生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
を
経
営
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
る
者
が
引
き
続
き
行
う
生
活
介
護
等
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス



一
〇
頁

事
業
（
令
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

三

法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
八
条
第
一
項
又
は
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
、
法
附

則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
又
は
法
附
則
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会

復
帰
施
設
（
障
害
者
自
立
支
援
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令

号
）
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
社
会
福
祉
法
施
行
令
第
一
条
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
の
身
体
障
害

者
授
産
施
設
、
知
的
障
害
者
授
産
施
設
又
は
精
神
障
害
者
授
産
施
設
に
限
る
。
）
を
経
営
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
た
者

が
引
き
続
き
行
う
生
活
介
護
等
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
令
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
労
働
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
の
三
の
三
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
十
二
条
の
八
第
四
項
第
一
号
」
を
「
第
十
二
条
の
八
第
四
項
第
二
号

」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
十
八
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
第
四
十
九
項
及
び
第
五
十
項
を
削
る
。



一
一
頁

（
法
第
十
二
条
の
八
第
四
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日

48
ま
で
の
間
は
、
第
十
八
条
の
三
の
三
第
一
号
中
「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
と
あ
る
の
は
、
「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及

び
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
（
同
法
附
則
第
三
十

五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
三
十
条
に
規
定
す
る

身
体
障
害
者
療
護
施
設
に
限
る
。
）
」
と
す
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
四
の
見
出
し
中
「
身
体
障
害
者
療
護
施
設
等
」
を
「
障
害
者
支
援
施
設
等
」
に
改
め
る
。

「
給
付
」
の
下
に
「
又
は
同

第
五
条
の
五
第
一
号
中
「
第
二
十
一
条
の
九
第
二
項
」
を
「
第
二
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、

法
第
二
十
四
条
の
二
十
第
一
項
（
同
法
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
障
害
児
施

設
医
療
費
の
支
給
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
自
立
支
援
医
療
費
」
の
下
に
「
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
の
療
養
介
護
医



一
二
頁

療
費
又
は
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
」
を
加
え
る
。

「
給
付
」
の
下
に
「

第
二
十
七
条
の
十
二
第
一
号
中
「
第
二
十
一
条
の
九
第
二
項
」
を
「
第
二
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、

又
は
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
第
一
項
（
同
法
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
障

害
児
施
設
医
療
費
の
支
給
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
自
立
支
援
医
療
費
」
の
下
に
「
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
の
療
養

介
護
医
療
費
又
は
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
の
十
五
第
一
項

「
給
付
」
の

第
一
号
中
「
第
二
十
一
条
の
九
第
二
項
」
を
「
第
二
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、

下
に
「
又
は
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
第
一
項
（
同
法
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
障
害
児
施
設
医
療
費
の
支
給
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
自
立
支
援
医
療
費
」
の
下
に
「
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項

の
療
養
介
護
医
療
費
又
は
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「

自
立
支
援
医
療
費
」
の
下
に
「
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
の
療
養
介
護
医
療
費
又
は
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
基
準
該
当

療
養
介
護
医
療
費
」
を
加
え
る
。

（
母
子
保
健
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

母
子
保
健
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
厚
生
省
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条



一
三
頁

第
十
三
条
中
「
第
二
十
一
条
の
九
第
七
項
」
を
「
第
二
十
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
の
九
の
四
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
号
中
「
第
二
十
一
条
の
九
の
五
」
を
「
第
二
十
一
条
の
四
」
に
、
「
第
二
十
一
条
の
九
第
八
項
」
を
「
第

二
十
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

（
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条

附
則
第
十
五
条
の
八
第
二
項
第
二
号
ヘ
中
「
第
二
十
一
条
の
二
十
八
」
を
「
第
二
十
一
条
の
十
」
に
改
め
る
。

（
障
害
児
福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
の
支
給
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

障
害
児
福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
の
支
給
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
規
定
す
る
療
養
介
護
を
行
う
病
院
（
療
養
介
護
を
行

う
病
床
に
限
る
。
）
又
は
障
害
者
支
援
施
設



一
四
頁

第
一
条
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

削
除

第
十
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
二
十
六
条
の
二
第
一
号
」
を
「
第
二
十
六
条
の
二
第
二
号
」
に
改
め
る
。

（
障
害
児
福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
の
支
給
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
五
条

施
行
日
か
ら
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
障
害
児
福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
の
支
給
に
関
す
る
省
令
第
一
条
第
三
号
中
「
又
は
障
害
者
支
援
施
設
」
と

あ
る
の
は
、
「
、
障
害
者
支
援
施
設
又
は
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者

更
生
援
護
施
設
若
し
く
は
同
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
」
と
す
る
。

（
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
厚
生
省

令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
又
は

第
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
十
一
条
の
九
第
二
項
」
を
「
第
二
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
給
付
」
の
下
に



一
五
頁

同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
第
一
項
（
同
法
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
障
害
児

施
設
医
療
費
の
支
給
」
を
加
え
、

「
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
の
療
養
介
護

同
項
第
二
号
中
「
自
立
支
援
医
療
費
」
の
下
に

医
療
費
又
は
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
」
を
加
え
る
。

（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
中
「
第
九
条
第
四
項
」
を
「
第
九
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
第
五
十
条
の
三
」
を
「
第
五
十
条
」
に
改
め
る
。

（
老
人
保
健
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

老
人
保
健
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
四
条
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
中
「
自
立
支
援
医

療
費
」
の
下
に
「
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
の
療
養
介
護
医
療
費
又
は
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
基
準
該
当
療
養
介
護
医

療
費
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。



一
六
頁

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

一
障
害
児
施
設
給
付
費
等
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
者
に
対
す
る
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
第
一
項
に

規
定
す
る
障
害
児
施
設
医
療
費
の
支
給

第
五
十
一
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
中
「
自
立
支
援
医

療
費
」
の
下
に
「
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
の
療
養
介
護
医
療
費
又
は
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
基
準
該
当
療
養
介
護
医

療
費
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

児
童
福
祉
法
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
障
害
児
施
設
給
付
費
等
を
支
給
す
る
こ
と

一
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
者
に
対
す
る
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
施
設
医
療
費
の
支
給

（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改

正
）

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

第
十
九
条

昭
和
六
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



一
七
頁

一

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
の
中

に
設
け
ら
れ
た
診
療
所

（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改

正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
条

施
行
日
か
ら
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適

正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
九
十
五
号
）

第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者

の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施

設
（
法
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
三

十
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
療
護
施
設
に
限
る
。
）
の
中
に
設
け
ら
れ
た
診
療
所
と
す
る
。

（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う



一
八
頁

に
改
正
す
る
。

二
条
第
四
号
中
「
、
身
体
障
害
者
更
生
施
設
、
身
体
障
害
者
療
護
施
設
、
身
体
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
、
身
体
障
害
者
授

第
産
施
設
」
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「
及
び
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
」
を
削
り
、
同
条
第
九
号
中
「
、
知
的
障
害
者
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
知
的
障
害
者
更
生
施
設
、
知
的
障
害
者
授
産
施
設
、
知
的
障
害
者
通
勤
寮
及
び
知
的
障
害
者
福
祉

ホ
ー
ム
」
を
削
り
、
同
条
第
十
三
号
を
同
条
第
十
四
号
と
し
、
同
条
第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
、
地
域
活
動
支
援
セ

ン
タ
ー
、
福
祉
ホ
ー
ム
及
び
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支

援
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
又
は
相
談
支
援
事
業
を
行
う
施
設

第
二
十
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
」
を
削
る
。

（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
二
条

施
行
日
か
ら
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
第
二
条
第
十
三
号
中
「
福
祉
ホ
ー
ム
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
福
祉

ホ
ー
ム
、
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
又
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り



一
九
頁

運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
、
同

法
附
則
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
又
は
同
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害

者
援
護
施
設
及
び
」
と
す
る
。

２

施
行
日
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
身

体
障
害
者
更
生
施
設
、
身
体
障
害
者
療
護
施
設
、
身
体
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
又
は
身
体
障
害
者
授
産
施
設
に
お
い
て
相
談
援

助
の
業
務
に
従
事
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
第
二

条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
施
設
に
お
い
て
相
談
援
助
の
業
務
に
従
事
し
た
者
と
み
な
す
。

３

施
行
日
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
精

神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
に
お
い
て
相
談
援
助
の
業
務
に
従
事
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会

福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
第
二
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
施
設
に
お
い
て
相
談
援
助
の
業
務
に
従
事
し
た
者
と

み
な
す
。

４

施
行
日
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
第
二
条
第
九
号
に
規
定
す
る
知

的
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
知
的
障
害
者
更
生
施
設
、
知
的
障
害
者
授
産
施
設
、
知
的
障
害
者
通
勤
寮
及
び
知
的



二
〇
頁

障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
に
お
い
て
相
談
援
助
の
業
務
に
従
事
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
福
祉

士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
第
二
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
施
設
に
お
い
て
相
談
援
助
の
業
務
に
従
事
し
た
者
と
み
な

す
。

（
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
等
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

老
人
訪
問
看
護
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
等
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
平
成
四
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
の
療
養
介
護
医
療
費
又
は
同
法
第

第
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
自
立
支
援
医
療
費
」
の
下
に

七
十
一
条
第
一
項
の
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
」
を
加
え
る
。

（
介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
四
年
労
働
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
十
九

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス



二
一
頁

第
一
条
第
四
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
十

障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
行
わ
れ
る
入
浴
、
排

せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
及
び
機
能
訓
練

第
一
条
中
第
四
十
一
号
か
ら
第
四
十
三
号
ま
で
を
削
り
、
第
四
十
四
号
を
第
四
十
一
号
と
し
、
第
四
十
五
号
か
ら
第
四
十

八
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
四
十
九
号
か
ら
第
五
十
三
号
ま
で
を
削
り
、
第
五
十
四
号
を
第
四
十
六
号
と
し
、
第

五
十
五
号
か
ら
同
条
第
六
十
号
ま
で
を
八
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

（
介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
五
条

施
行
日
か
ら
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
介
護
労
働
者
の
雇
用

管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
福
祉
サ
ー
ビ

ス
又
は
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
は
、
介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
項

に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
に
お
い
て
行
わ
れ
る
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護



二
二
頁

二

法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
項

に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
（
法
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十

五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
二
十
一
条
の
六
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
施
設
及
び
同
法
第
二
十
一
条
の
七
に
規
定
す

る
知
的
障
害
者
授
産
施
設
に
限
る
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護

（
福
祉
用
具
の
研
究
開
発
及
び
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

福
祉
用
具
の
研
究
開
発
及
び
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
厚
生
省
令
第
四
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
身
体
障
害
者
更
生
施
設
」
を
「
障
害
者
支
援
施
設
」
に
改
め
る
。

（
精
神
保
健
福
祉
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

精
神
保
健
福
祉
士
法
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
及
び
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
規
定
す
る
精
神
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
附
則
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正



二
三
頁

前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
地
域
生
活
援
助
事
業
を
行
う
施
設
、

障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
に

規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設

六

障
害
者
自
立
支
援
法
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
生
活
介
護
、
共
同
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労
移

行
支
援
、
就
労
継
続
支
援
又
は
共
同
生
活
援
助
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
又
は
相
談
支
援
事
業
を
行
う
施
設
、
障
害
者

支
援
施
設
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
福
祉
ホ
ー
ム
（
主
と
し
て
精
神
障
害
者
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
精
神
障
害
者
を
い
う
。
）
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
施
設
に
限
る
。
）

（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条

第
八
十
三
条
の
二
第
四
号
、
第
八
十
三
条
の
三
第
二
号
及
び
第
九
十
八
条
第
四
号
中
「
自
立
支
援
医
療
費
」
の
下
に
「
、

同
法
第
七
十
条
第
一
項
の
療
養
介
護
医
療
費
又
は
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
」
を
加
え
る
。

第
百
十
三
条
の
二
第
二
号
イ
中
「
身
体
障
害
者
福
祉
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
」
を
加



二
四
頁

え
、
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を
「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に
改
め
、
「
補
装
具
製
作
施
設
」
の
下
に

「
及
び
盲
導
犬
訓
練
施
設
」
を
加
え
、
「
及
び
同
法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
」
及

び
「
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
及
び
同
法
」
を
削
り
、
「
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
」
の
下
に
「

、
障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
（
次
号
に
お
い
て
「
障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う

。
）
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
第
五
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
事
業
」
を
「
第
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
、
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
介
護
、
同
条

第
十
三
項
に
規
定
す
る
自
立
訓
練
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
援
、
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
就
労
継
続

支
援
及
び
同
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
イ
中
「
、
身
体
障
害
者
福
祉

法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
療
護
施
設
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
五
十
条
の
二
第
二

項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
生
活
訓
練
施
設
（
障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
八
項
に
規
定
す
る
短
期
入
所
に
係
る
事
業
を

行
う
も
の
に
限
る
。
）
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
六
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
施
設
」
を
「
、
障
害
者
支

援
施
設
、
障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
八
項
に
規
定
す
る
短
期
入
所
に
係
る
事
業
を
行
う
施
設
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「

規
定
す
る
居
宅
介
護
」
の
下
に
「
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
重
度
訪
問
介
護
」
を
加
え
る
。



二
五
頁

（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

施
行
日
か
ら
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る

第
二
十
九
条

改
正
後
の
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
介
護
保
険
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
十
三
条
の
二

第
二
号
イ
中
「
介
護
老
人
保
健
施
設
」
と
あ
る
の
は
、
「
介
護
老
人
保
健
施
設
、
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
四
十
一
条
第

一
項
、
第
四
十
八
条
又
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
、
同
法
附
則
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
精

神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
又
は
同
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
」
と
す
る
。

施
行
日
か
ら
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
新
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百

２
十
三
条
の
二
第
三
号
イ
中
「
療
養
病
床
に
係
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
療
養
病
床
に
係
る
も
の
、
障
害
者
自
立
支
援
法
附

則
第
四
十
一
条
第
一
項
又
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
身
体
者
障
害
福
祉
法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
療
護
施
設
に
限
る
。
）
又
は
障
害
者
自
立
支
援
法
附

則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
（
同
法
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害



二
六
頁

者
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
六
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
施
設
に
限
る
。
）
」
と
す
る
。

３

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
法
附
則
第
八
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
障
害

者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
（
法
附
則
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
四
条
第
三
項
に
規

定
す
る
身
体
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
に
限
る
。
）
に
従
事
し
て
い
た
者
は
、
新
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
十

三
条
の
二
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
事
業
の
従
事
者
と
み
な
す
。

４

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
法
附
則
第
八
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
外
出

介
護
を
行
う
事
業
に
従
事
し
て
い
た
者
は
、
新
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
十
三
条
の
二
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
事
業
の
従

事
者
と
み
な
す
。

５

施
行
日
前
に
法
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
身
体
障

害
者
福
祉
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
（
同
法
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
補

装
具
製
作
施
設
を
除
く
。
）
、
法
附
則
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る

法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
若
し
く
は
法
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法



二
七
頁

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
知
的
障
害
者
福
祉
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
の

従
業
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
あ
っ
た
も
の
は
、
新
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
十
三
条
の
二
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
施

設
の
従
業
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
み
な
す
。

６

施
行
日
前
に
旧
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
療
護
施
設
、
旧
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
第
五
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
生
活
訓
練
施
設
（
法
第
五
条
第
八
項
に
規
定
す
る
短
期

入
所
に
係
る
事
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
及
び
旧
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
六
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
更
生

施
設
の
従
業
者
で
あ
っ
た
者
は
、
新
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
十
三
条
の
二
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
施
設
の
従
業
者
と
み

な
す
。

（
身
体
障
害
者
補
助
犬
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条

身
体
障
害
者
補
助
犬
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
第
四
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
四
条
の
二
第
三
項
」
に
、
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を
「
身

体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に
改
め
る
。



二
八
頁

第
三
条
第
三
項
中
「
第
四
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
四
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

目
次
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
十
二
条
）

第
二
章

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
第
十
三
条
―
第
二
十
四
条
）

第
三
章

補
装
具
製
作
施
設
（
第
二
十
五
条
―
第
二
十
八
条
）

第
四
章

盲
導
犬
訓
練
施
設
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
三
条
）

第
五
章

視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
（
第
三
十
四
条
―
第
四
十
二
条
）



二
九
頁

附
則

第
一
章
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を
「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
第
六
十
五
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
二
章
か
ら
第
五
章
ま
で
を
削
る
。

第
六
十
五
条
第
一
号
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を
「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に
改
め
、
同
条
第
二

号
中
「
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
（
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
八
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を

い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
事
業
を
行
う
と
と
も
に
」
を
「
創
作
的
活
動
又
は
生
産
活
動
の
機
会
の
提
供
、
社

会
と
の
交
流
の
促
進
」
に
、
「
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
」
を
「
が
自
立
し
た
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要

な
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
第
六
章
中
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
六
章
中
第
六
十
六
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
六
十
七
条
か
ら
第
七
十
二
条
ま
で
を
五
十
二
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
七
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
施
設
長
の
責
務
）

第
七
十
三
条

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
施
設
長
は
、
当
該
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
管
理
、
業
務
の
実
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施
状
況
の
把
握
そ
の
他
の
管
理
を
一
元
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
施
設
長
は
、
職
員
に
こ
の
章
の
規
定
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
指
揮
命
令
を
行
う

も
の
と
す
る
。

第
六
章
中
第
七
十
三
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
二
十
二
条

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
利
用
者
に
対
し
、
適
切
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
職
員
の
勤

務
の
体
制
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
当
該
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
職
員
に
よ
っ
て
支
援
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
利
用
者
の
支
援
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
業
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
職
員
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
衛
生
管
理
等
）

第
二
十
三
条

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
利
用
者
の
使
用
す
る
食
器
そ
の
他
の
設
備
又
は
飲
用
に
供
す
る
水
に
つ
い
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て
、
衛
生
的
な
管
理
に
努
め
、
又
は
衛
生
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
治
療
に
必
要
な
機
械
器
具
等
の
管
理
を

適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
当
該
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
感
染
症
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な

い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
が
利
用
者
に
求
め
る
こ
と
の
で
き
る
金
銭
の
支
払
の
範
囲
等
）

第
二
十
四
条

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
が
利
用
者
に
対
し
て
金
銭
の
支
払
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
当
該
金
銭

の
使
途
が
直
接
当
該
利
用
者
の
便
益
を
向
上
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
利
用
者
に
支
払
を
求
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ

る
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
金
銭
の
支
払
を
求
め
る
際
に
は
、
当
該
金
銭
の
使
途
及
び
額
並
び
に
当
該
利
用
者
に
金
銭
の
支
払

を
求
め
る
理
由
に
つ
い
て
書
面
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
当
該
利
用
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
章
を
第
二
章
と
す
る
。

第
七
章
中
第
七
十
四
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
第
七
十
五
条
を
第
二
十
六
条
と
し
、
第
七
十
六
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。

第
七
十
七
条
中
「
第
三
十
一
条
、
第
三
十
二
条
、
第
四
十
七
条
及
び
第
七
十
二
条
」
を
「
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま



三
二
頁

で
及
び
第
二
十
四
条
」
に
改
め
、
第
七
章
中
同
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。

第
七
章
を
第
三
章
と
す
る
。

第
八
章
中
第
七
十
八
条
を
第
二
十
九
条
と
し
、
第
七
十
九
条
か
ら
第
八
十
一
条
ま
で
を
四
十
九
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
八
十
二
条
中
「
第
三
十
一
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
、
第
四
十
七
条
及
び
第
七
十
二
条
」
を
「
第
二
十
条
か
ら

第
二
十
四
条
ま
で
」
に
改
め
、
第
八
章
中
同
条
を
第
三
十
三
条
と
す
る
。

第
八
章
を
第
四
章
と
す
る
。

第
九
章
中
第
八
十
三
条
を
第
三
十
四
条
と
し
、
第
八
十
四
条
か
ら
第
八
十
六
条
ま
で
を
四
十
九
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
八
十
七
条
第
一
項
第
四
号
中
「
貸
出
閲
覧
員
」
の
下
に
「
又
は
情
報
支
援
員
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
校
正
員
」

の
下
に
「
又
は
音
声
訳
指
導
員
」
を
加
え
、
第
九
章
中
同
条
を
第
三
十
八
条
と
す
る
。

第
九
章
中
第
八
十
八
条
を
第
三
十
九
条
と
し
、
第
八
十
九
条
を
第
四
十
条
と
し
、
第
九
十
条
を
第
四
十
一
条
と
す
る
。

第
九
十
一
条
中
「
第
三
十
一
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
第
二
項
、
第
四
十
七
条
及
び
第
七
十
二
条
」
を
「
第
二
十

条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
」
に
改
め
、
第
九
章
中
同
条
を
第
四
十
二
条
と
す
る
。

第
九
章
を
第
五
章
と
す
る
。
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附
則
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で

削
除

厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ
の
適
用
を
受

（

）

け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正

第
三
十
二
条

厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ
の

適
用
を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
条

削
除

第
四
条
を
削
る
。

第
四
条
の
二
の
前
の
見
出
し
、
同
条
及
び
第
四
条
の
三
を
削
る
。

第
四
条
の
四
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
又
は
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
が
」
を
「
生
活
介
護
（
障
害

者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
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し
く
は
自
立
訓
練
（
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
自
立
訓
練
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
（
同
条
第

七
項
に
規
定
す
る
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
」
に
、
「
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
又
は
障
害
者
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
を
」
を
「
生
活
介
護
若
し
く
は
自
立
訓
練
又
は
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
」
に
、
「
障
害
児
、
身
体
障
害
者
（
身
体
障
害

者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
」
を
「
障
害
者
（
同
法
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
」
に
、
「
知
的
障
害
者
」
を
「
障
害
児
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
児
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
又
は
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
と
」
を
「
生
活
介
護
若
し
く
は
自
立
訓

練
又
は
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
と
」
に
、
「
基
準
該
当
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
又
は
基
準
該
当
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
」
を
「
基
準
該
当
生
活
介
護
事
業
所
（
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第

号
）
第
九
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
該
当
生
活
介

護
の
事
業
を
行
う
事
業
所
を
い
う
。
）
若
し
く
は
基
準
該
当
自
立
訓
練
事
業
所
（
同
令
第
百
六
十
三
条
に
規
定
す
る
基
準
該

当
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
又
は
同
令
第
百
七
十
二
条
に
規
定
す
る
基
準
該
当
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
の
事
業
を
行
う
事

業
所
を
い
う
。
）
又
は
基
準
該
当
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
同
令
第
百
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
該
当
児
童
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
を
い
う
。
）
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
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及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
に
関
す
る
省
令
第
三
章
第
三
節
第
五
款
（
同
令
第
七
十
三
条
（
同
令
第
五
十
九
条
第
二
項
か
ら

第
五
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
及
び
第
三
章
第
五
節
第
五
款
（
同
令
第
百
四
条
（
同
令
第

九
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
四
章
第
五
節
（
同
令
第
九
十
五
条
を
除
く
。
）
、
第
九
章
第
五
節
（
同
令
第
百
六
十
四
条

を
除
く
。
）
及
び
第
十
章
第
五
節
（
同
令
第
百
七
十
三
条
を
除
く
。
）
並
び
に
第
五
章
第
五
節
（
同
令
第
百
十
一
条
（
同
令

第
百
一
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
中
「
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
又
は
障
害

者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」
を
「
生
活
介
護
若
し
く
は
自
立
訓
練
又
は
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」
に
、
「
障
害
児
、
身
体
障
害
者
又
は

知
的
障
害
者
」
を
「
障
害
者
又
は
障
害
児
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
又
は
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

」
を
「
生
活
介
護
若
し
く
は
自
立
訓
練
又
は
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」
に
、
「
障
害
児
、
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
」
を

「
障
害
者
又
は
障
害
児
」
に
、
「
知
的
障
害
児
施
設
、
指
定
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
」
を
「
指
定
生
活
介
護
事
業
所

（
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
七
十
八

条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
生
活
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）
、
指
定
自
立
訓
練
事
業
所
（
同
令
第
百
五
十
六
条
第
一
項
又
は

第
百
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
事
業
所
又
は
指
定
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
事
業
所
を
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い
う
。
）
、
知
的
障
害
児
施
設
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
知
的
障

害
児
施
設
を
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指

定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
特
例
）
」
を
付
す
る
。

別
表
第
三
の
三
の
項
中
「
サ
テ
ラ
イ
ト
型
障
害
者
施
設
設
置
事
業
」
を
「
削
除
」
に
改
め
、
「
第
三
条
」
を
削
り
、
同
表

の
四
の
項
中
「
入
居
定
員
を
三
人
以
上
七
人
以
下
と
す
る
指
定
知
的
障
害
者
生
活
援
助
事
業
」
を
「
指
定
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
事
業
所
に
お
け
る
障
害
児
（
者
）
の
受
入
事
業
」
に
改
め
る
。

（
厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ
の
適
用
を
受

け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
三
条

法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
又
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す

る
身
体
障
害
者
更
生
施
設
、
同
法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
療
護
施
設
若
し
く
は
同
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る

身
体
障
害
者
授
産
施
設
又
は
法
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
六
に
規
定

す
る
知
的
障
害
者
更
生
施
設
若
し
く
は
同
法
第
二
十
一
条
の
七
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
授
産
施
設
（
こ
れ
ら
の
施
設
の
う



三
七
頁

ち
、
通
所
に
よ
る
支
援
の
み
を
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
設
本
体
」
と
総
称
す
る
。
）
の
設
置
者
が

当
該
施
設
本
体
の
入
所
者
を
支
援
す
る
た
め
に
設
け
る
施
設
で
あ
っ
て
当
該
施
設
本
体
と
一
体
的
に
運
営
す
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
施
行
日
か
ら
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
施
設
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
経
過
的
サ
テ
ラ
イ
ト
型
施
設
」
と
い
う
。
）
は
、
施
設
本
体
と
一
体
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
本
体
及
び
経
過
的
サ
テ
ラ
イ
ト
型
施
設
の
設
備
及
び
人
員
の
配
置
に
つ
い
て
は
、
第
三

十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
並
び
に
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
廃
止
前
の
知
的
障
害
者
援
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
、
指
定
身
体
障
害
者
更
生
施
設
等
の
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
及
び
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
ほ
か
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ
の
適
用

を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令
第
三
条
第
一
項
各
号
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働

省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



三
八
頁

附
則
第
五
条
第
三
号
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設

附
則
第
五
条
第
五
号
中
「
並
び
に
同
法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
の
う
ち
、
精
神

障
害
者
生
活
訓
練
施
設
、
精
神
障
害
者
授
産
施
設
、
精
神
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
及
び
精
神
障
害
者
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ

ー
」
を
削
り
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
二

障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
生
活

介
護
、
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
自
立
訓
練
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
援
又
は
同
条
第
十
五
項
に

規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
施
設

附
則
第
五
条
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七

障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
同
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す

る
福
祉
ホ
ー
ム

附
則
第
五
条
第
十
号
中
ハ
を
削
り
、
ニ
を
ハ
と
し
、
ホ
を
ニ
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）



三
九
頁

第
三
十
五
条

施
行
日
か
ら
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
附
則
第
五
条
第
四
号
中
「
障

害
者
支
援
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
者
支
援
施
設
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
（
同
法
附

則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
二
十
九
条
に

規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
施
設
及
び
同
法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
療
護
施
設
に
限
る
。
）
」
と
、
附
則
第
五

条
第
五
号
の
二
中
「
行
う
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
施
設
並
び
に
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
（
同
法

附
則
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
五
十
条
の
二
第
二
項
に
規

定
す
る
精
神
障
害
者
生
活
訓
練
施
設
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
授
産
施
設
に
限
る
。
）
及
び
障
害
者
自
立

支
援
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
項

に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
（
同
法
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十

五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
二
十
一
条
の
六
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
施
設
に
限
る
。
）
」
と
、
附
則
第
五
条
第
七
号
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中
「
福
祉
ホ
ー
ム
」
と
あ
る
の
は
「
福
祉
ホ
ー
ム
並
び
に
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
（
同
法
附
則
第
四

十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
五
十
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
精

神
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
（
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
附
則
第
八
条
の
二
の
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
」
と
す
る
。

（
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
交
付
金
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
六
条

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
交
付
金
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労

働
省
令
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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